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序 章  自転車を活用するメリット 

 

自転車は、手軽に利用できる身近な交通手段であり、なおかつ二酸化炭素を排出しないという

地球環境にも優しい乗り物です。日々の暮らしに自転車を取り入れることにより、時間の有効活

用、心身の健康、経済性といった点でのメリットが期待できます。 

また、企業等の事業者にとっても、経費削減、従業員の健康増進やストレス低減による生産性

の向上が期待でき、地域においても、環境負荷軽減や人々の回遊性向上に伴う地域での消費機会

の拡大等が期待できます。 

  本計画では、自転車の利活用のメリットを以下の 3 つに整理しました。自分にとってのメリッ

トであると感じられるものがあれば、それを意識しながら自転車を利活用することで実際の楽し

みにつながっていきます。本章をきっかけに、何か一つでも自分自身にとってのメリットと納得

できるものを見つけていただければと思います。 

 

１ 市民のメリット 

（１）  移動時間の短縮 

自転車は、自動車の渋滞や公共交通の待ち時間等の影響もあまり受けないため、近距離の移

動では、最も所要時間が短くすむ交通手段です。 

 特別にスピードを出すことなく、交通ルールを守り通常どおりのスピードでこぐだけで、約

5km未満の近距離では、他の移動手段よりも早く移動できます。 

  

出典：国土交通省 「自転車通勤導入に関する手引き」より 

     （https://www.mlit.go.jp/road/data/tukin-tebiki.pdf） 

 

                            

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/road/data/tukin-tebiki.pdf
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（２） 健康の増進 

 買い物や通勤といった日ごろの移動手段を自転車に変えるだけで有酸素運動ができます。し

かも、ひざへの負担が少なく自分の体力に合わせて運動強度を簡単に調整できるため、がんば

らなくても続けやすい手軽な運動の一つです。 

近年多くの方が利用している電動アシスト自転車も、あくまで電力はアシスト（補助）であ

り、メインは自らの体力ですので、有効な運動と考えることができます。 

 

   

   

   

   
  出典：株式会社シマノ ウェブサイトより 

     （https://bike.shimano.com/ja-jp/mindswitch/cycling/charm/） 

運動 1分間あたりのエネルギー消費 

 

立川市は自転車で移動しやすい！ 

 

立川市に半径 3km・5kmの円を描くと右図の

とおりです。半径 5kmの範囲ですべてのエ

リアをカバーできます。 

立川市は自転車で移動しやすいコンパクト

な都市と言えます。 

（自転車移動で、3kmは 15分程度、5kmは 

20分程度） 

脚部にかかる負担の比較 
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    自転車の利用を継続することによって次のような効果が期待できます。 

 

➀ 有酸素運動による体重・体脂肪率・血液性状などの改善 

自転車はウォーキングや水泳などと同じ有酸素運動で、日常的に継続して運動すること

で体脂肪をエネルギー源として燃焼させ、内臓脂肪が減少します。その結果、高血糖、脂

質異常、高血圧など、動脈硬化につながる、さまざまな生活習慣病の原因を改善する効果

があります。 

 

② ペダリングによる筋力強化 

自転車のペダリングでは、転倒予防に重要な腸腰筋や太もも、ふくらはぎといった下肢

の筋肉をたくさん使います。特に、上り坂をこぐときや、止まった状態からこぎ出す際は、

下肢の筋力を繰り返し使う状況になるため、筋力強化につながります。 

 

③ ストレス解消などのメンタルへの効果 

運動後に気分がスッキリしたり前向きな気持ちになったりするように、運動がメンタル

ヘルスに与える効果は研究でも明らかになっています。運動習慣が身についていると、ス

トレスによって憂鬱な気分になることや、過度なストレスホルモンの分泌を抑えることで

うつ病を予防する効果があるようです。 

自転車を日々の生活に取り入れることで、心を安定させる働きを持つホルモンが安定的

に供給され、ストレスや疲労解消への効果が期待できます。 

また、スマートフォン等の情報から離れ自転車走行に集中する状況により、脳の働きが

活性化され、気持ちを平常心にさせる効果への期待が持てます。 

 

 

このように、自転車には心身を健康にするための様々なメリットがあります。 

 

 

 

出典：公益財団法人自転車駐車場整備センター ウェブサイトより  

   （https://bike.shimano.com/ja-jp/mindswitch/cycling/charm/） 

 

 

 

自転車の利活用による生活習慣病等のリスク軽減 
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（３） 経済的 

自転車は、ガソリンや駐車場代、自動車税、車検等の費用がかかりません。また、車両本体

の価格や保険料も安価で、経済的に優れた乗り物です。 

また、自分で自転車を所有していなくても、必要な時にだけシェアサイクルを利用すること

で、車輛の維持管理費用を負担しないで済ませることも可能です。 

    さらに、自転車を積極的に活用することにより、生活習慣病の改善などによる医療費の削減に

つながることが期待できます。 

     

  （単位：円） 

   

        （単位：円） 

（試算条件） ガソリン代：170円/ℓ、年間平日日数：245日、 

燃費：軽自動車 18km/ℓ、小型自動車 15km/ℓ、ミニバン 10km/ℓ 

（国土交通省「自動車燃費一覧」を参考に設定） 

 

２ 事業者のメリット 

（１）経費の削減 

自転車は自動車や公共交通に比べて通勤にかかる費用が少ないため、自転車通勤者が増えるこ

とで従業員の通勤手当の削減につながります。また、自動車から自転車への転換が図られること

によって、駐車場維持にかかる固定費などの削減につながります。 

    
   出典：国土交通省 「自転車通勤導入に関する手引き」より 

       （https://www.mlit.go.jp/road/data/tukin-tebiki.pdf） 

自転車はガソリン代が 

必要ありません！ 

ガソリン代（年間） ※１日片道３kmを往復した場合 

ガソリン代（年間） ※１日片道 5kmを往復した場合 

 

https://www.mlit.go.jp/road/data/tukin-tebiki.pdf
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ちなみに、事業者としては、自転車の事故が自転車通勤のリスクとして考えられがちですが、

自転車乗用中の事故がとりわけ多いということはありません。 

                                  

     

    出典：内閣府 ウェブサイトより 

        （https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r06kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html） 

 

（２）生産性の向上 

自転車に乗って気分良く通勤している従業員は、自転車通勤をしない従業員に比べ、心身とも

に健康的であり、作業などの身体的な活動だけでなく、時間管理力、集中力、仕事の成果等が向

上するという報告があります。これは、定期的な運動は脳を活性化する能力を向上させ、その結

果として記憶力や脳の実行機能（論理的思考力や計画性、問題解決能力等に深く関わる機能）が

改善されたというデータによるもので、労働生産性の向上につながることが期待できます。 

また、仕事のミスなどで不安な感情に襲われたとき、情報から遮断され、走行に集中する状態

が続く自転車通勤は、気持ちを復元させるのに最適で、自分と向き合う時間として有効と考えら

れます。 

 

 

   

状態別交通事故死者数（令和５年） 状態別交通事故重症者数（令和５年） 

自転車通勤による労働生産性の変化 

 

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r06kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html
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  出典：株式会社シマノ ウェブサイトより 

      （https://bike.shimano.com/ja-jp/mindswitch/lab/43/） 

 

（３）事業者のイメージアップ 

自動車通勤者の朝夕の渋滞は、ネガティブな企業イメージにつながりかねません。一方で、事

業者として自転車通勤の促進に取り組むことは、環境にやさしい、健康的といったイメージアッ

プや社会的評価につながるとともに、健康経営企業への認定につながることが期待できます。 

経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」の認定企業数も年々増加しており、働き

方改革の機運が高まる中、健康経営優良法人の認定を受けることは、事業者にとって企業自体の

イメージアップにつながり、結果として人材を確保しやすくなる等のメリットがあります。 

また、従業員の通勤手段として自転車通勤を認めることにより、単純に雇用の対象範囲が広が

り、近隣に住む住民等の雇用の拡大につながることも考えられます。 

 

３ 地域のメリット 

(1) 環境負荷の低減 

自転車は、二酸化炭素（CO₂）を排出せず、大気汚染物質も排出しないなど、地球環境にやさし

い乗り物です。全国の家庭から排出する CO₂の約 1/4 は自動車からのものです。自転車をより積

極的に利用し、自動車の利用量を減らすことは、環境負荷の軽減につながります。 

       
      出典：全国地球温暖化防止活動推進センター ウェブサイトより 

          （https://www.jccca.org/download/65499）            
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      出典：国土交通省 ウェブサイトより           

         （https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html） 

 

(2) 回遊性向上と消費活動の拡大 

自転車を利用する人は、自動車を利用する人よりも買い物に出かける回数が多く、自転車利用

の推進はまちの回遊性向上につながります。まちの回遊性向上は、結果として、地域での消費活

動拡大につながることが期待できます。 

また、地域の歴史資源や観光資源等と自転車を掛け合わせた自転車利用施策の展開によっても、

これまであまり注目されなかったスポットへの誘客や、市内外から新たな誘客を図ることができ

るなど、回遊性向上や消費活動拡大への効果が期待できます。 

他自治体において行われた買い物行動の調査の結果は次のとおりです。 

 

 

      

     出典：公益財団法人自転車駐車場整備センター ウェブサイトより 

         （https://www.jitensha.jp/【第 8回】自転車の利用促進の要因その３～自転車/） 

 

 

      
出典：公益財団法人自転車駐車場整備センター ウェブサイトより 

         （https://www.jitensha.jp/【第 8回】自転車の利用促進の要因その３～自転車/） 

 

1 人が 1ｋｍを移動する際、乗り物ごとにどれ

くらい CO₂を排出する量に差があるのかを

示した表。 

自転車は「0」、クルマは「128g－CO₂/km」

です。 

【宇都宮市】 商業施設での来店手段別の購入金額 

【茅ヶ崎市】 スーパーでの買物金額 

自転車 

 

輸送量当たりの二酸化炭素排出量 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html
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      出典：公益財団法人自転車駐車場整備センター ウェブサイトより 

          （https://www.jitensha.jp/【第 8回】自転車の利用促進の要因その３～自転車/） 

 

(3) 災害時でも移動できる 

災害時には「道路が寸断される」「インフラや燃料が途絶える」「車での避難が集中し、渋滞や

事故の二次災害が発生する」といった状況が発生することが想定されます。 

自転車はガソリンや電気が必要ないため、災害時や鉄道・バスなどの公共交通が運行していな

いときでも移動できる非常に有効で重要な交通手段です。 

災害時において、自転車は次のような活用が可能です。 

 

活用方法 対象 

避難時の移動手段 市民 

避難生活中の支援物資調達や買い出し等の移動手段 市民 

職員の参集や被災状況の把握等、行政側の移動手段 行政 

 

このような活用ができるため、その有効性、重要性を広く周知していくことで、災害に強いま

ちづくりにつなげていくことができると考えられます。 

また、そうした有効性や重要性の周知だけではなく、いざというときに自転車に乗ることがで

きるよう、日頃からの自転車利用の重要性・必要性を訴えていきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【茅ヶ崎市】 スーパーでの年齢層別の買物金額 
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(4) 渋滞の緩和 

道路が自動車を通すことができる容量には限界があります。この容量を超える量の自動車が道

路を通過しようとするとき、渋滞が発生します。自転車をより積極的に利用し自動車への依存度

を減らすことは、渋滞の緩和につながります。 

また、その結果として、環境負荷の低減やまちが静かになることにつながっていきます。 

 

(5) コンパクト 

自転車の駐車スペースは自動車の 1/13以下です。自転車は自動車に比べ、必要なスペースが少

なく済むことから、他のスペースを減らさない、通行の妨げになりにくい等、限られた公共空間

の有効活用につながります。 

 

   （参考）駐車スペース 普通乗用車：長さ 6.0ｍ × 幅員 2.5ｍ  

（国土交通省「駐車場設計・施工指針について」より） 

             自転車：長さ 1.9ｍ × 幅員 0.6ｍ 

（国土交通省「路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針について」より） 
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第１章  計画策定の趣旨 

 

１ 計画策定の背景と目的 

自転車は、子どもから高齢者までの幅広い世代が気軽に利用できる身近な乗り物として多くの

人々に利用されています。特に近年では、環境にやさしく、災害時に速やかに移動することができ

て、人々の健康増進に効果があるなど、自転車を活用した取り組みへの関心が高まっているところ

です。また、電動キックボードをはじめとする次世代型の電動小型モビリティが、今後、身近な足

として普及していく可能性を秘めています。 

その一方で、交通事故全体における自転車関連事故件数は増加傾向にあり、さらに自転車が歩行

者に衝突する事故により高額な損害賠償事例が発生していることなどから、抜本的な自転車の交通

安全対策が本市の緊急的な課題となっています。これまでの対策に加え、自転車利用者、自動車の

ドライバー、歩行者それぞれがお互いに配慮し、限りある道路空間を譲り合う風土を醸成するなど、

安心・安全に移動できる環境づくりを行うことが必要です。 

  これらを取り巻く現状や課題を踏まえつつ、立川市第５次長期総合計画の産業まちづくりの取

組方針「出かけたくなるまちづくり」に向け、皆が自転車の楽しさを感じるだけにとどまらず、

実際に出かけたくなり、まちの回遊性が向上するための環境づくりを行うことを目的とし、本計

画を策定することとします。   

 

 

２ 計画の位置づけ 

 本計画は、自転車活用推進法に基づき、国や都の自転車活用推進計画を勘案し、市の実情に応じ

た計画とします。 

具体的には、立川市第５次長期総合計画の産業まちづくりの取組方針に基づきつつ、第１次自転

車活用推進計画の基本方針の継承、自転車等を取り巻く状況の変化等を踏まえた新たな課題等を加

えて策定します。 

  自転車は、観光や健康づくりなど多くの分野において活用することが求められているため、他の

分野別個別計画と横断的な内容となるため、それらとの整合及び連携を図ります。 
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３ 自転車の位置づけ 

『１ 計画の目的』で説明したとおり、「楽しさを感じるだけにとどまらず、実際に出かけたくな

る」ためには以下の要素が重要です。 

安心 
安全な空間・環境づくりだけでなく、安心して自転車を利用してもらえ

るような教育等の実施 

楽しみ 
「健康向上」「脱炭素」「観光」という切り口で施策を展開することで、

自転車利用を身近に感じてもらい、主体的な参加の促進 

 

こうした考え方から、本計画では自転車の位置づけを次のとおりとします。 

 

将来の都市に欠くことができない重要な交通手段 

・誰もが気軽に利用でき、健康づくりにも役立つ身近な交通手段 

・環境負荷も少なく、地球温暖化対策を考える上で重要な交通手段 

・観光や災害時等、幅広い用途での活用が可能な魅力的な交通手段 

 

４ 計画の期間 

 計画期間は、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５年間とします。 

 今後、社会の状況や自転車を取り巻く環境等の変化により計画の改定を行う必要が生じた場合に

は、計画期間中であっても適宜見直しを行う等、柔軟に対応するものとします。 

 

５ 計画の対象区域 

立川市全域を対象とします。 

個別計画策定のためのガイドラインより抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川市第５次長期総合計画（令和７（2025）年度～令和 16（2034）年度） 

未来ビジョン：魅力咲きほこり つどい華やぐまち 立川 

          ～新風を吹き込み 美風を守る～ 

前期基本計画（令和７（2025）年度～令和11（2029）年度） 

政策：産業まちづくり 

施策：活力ある産業の振興 

施策：都市と農業の共生 

施策：官民連携のまちの形成 

個別計画 

立川市第２次自転車活用推進計画 
 

（令和７（2025）年度～令和 11（2029）年度） 

「自転車活用推進法 

（平成 28 年法律第 113 号）」 

（平成 29（2017）年 5 月施行） 

国／自転車活用推進計画 

東京都／東京都自転車活用 

  推進計画 

立川市都市計画マスタープラン 
立川市地域公共交通計画 

施策：多様な移動手段による活力ある都市活動の実現 

 

「自転車の安全利用の促進及び自転

車等の駐車対策の総合的推進に関

する法律（昭和 55年法律第 87号）」 
（平成 6（1994）年 6 月改正） 
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第２章  自転車を取り巻く現状と課題 

 

１ 立川市の特性 

 本市は、東京都のほぼ中央、西よりに位置しており、多摩地域の中心部分にあって、東は国立市・

国分寺市・小平市、西は昭島市・福生市、北は武蔵村山市・東大和市、南は日野市に隣接していま

す。 

 

（１）地形 

地形的には、市内全域が概ね傾斜の少ない平坦な地形であり、自転車利用に適した地形です。 

JR立川駅周辺は商業が発展し人が集まり、市域の中央部分には国営昭和記念公園や広域防災基地

などがあります。また、市域の北部は都市農業や武蔵野の雑木林、武蔵野台地の開墾の源となっ

た玉川上水が流れ、南部には東西に流れる多摩川があり、水と緑のオープンスペースも多く残さ

れています。 

 

（２）人口 

 令和６年４月１日現在の住民基本台帳で 97,400世帯、186,076人です。現時点では増加傾向が

続いていますが、基本計画上の推計において将来的な人口減少が予想されています。 

 

（３）交通 

①鉄道・モノレール 

 市域中央には、東京都の東西を結ぶ JR中央線が走り、東京駅から立川駅までの距離は 37.5km

です。また、本市には JR青梅線、南武線、五日市線、西武拝島線が乗り入れているほか、多摩

モノレールが多摩センター駅から立川南・立川北駅を経由して上北台駅へ達し、立川駅は多摩

地域の交通の要衝となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
立川市内における鉄道・モノレールの路線図 

西国立駅 
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②バス 

 バス交通は、ＪＲ立川駅を中心として放射線状に多くの路線が整備されており、交通不便地

域を補完するコミュニティバス「くるりんバス」が、市内２ルート２支線で運行しています。 

・路線バス 

 市内で運行している路線バスは、立川バス、西武バス、京王電鉄バスの 3社で運行され、市

内各地を概ね網羅しています。 

・コミュニティバス 

 市が運営する「くるりんバス」は、市の北部を運行する「西砂ルート」「砂川支線」、市の南

部を運行する「錦ルート」「曙支線」の２ルート２支線を運行しています。くるりんバスは、 

❶路線バスの補完 

❷市民生活密着施設へのアクセス 

❸交通不便地域の利便性向上 

❹持続性の確保 

   を運行のコンセプトとし、市民の利便性向上を図っています。 

 

（４）観光資源 

 本市の観光資源を大別すると、歴史的資源、自然的資源、都市的資源、ソフト資源、その他の

資源があり、豊かな観光資源に恵まれています。 

①歴史的資源 

普済寺、諏訪神社、阿豆佐味天神社等の寺社仏閣があります。歴史と文化の散歩道には詩歌

の道等があります。 

②自然的資源 

多摩川、玉川上水、用水、緑道・緑地等の水と緑、武蔵野の風景を感じられる農地、国営昭

和記念公園や古民家園等があります。 

③都市的資源 

ファーレ立川のアート、子ども未来センター（まんがパーク）、たちかわ創造舎等の文化・

芸術拠点、複数の大型商業施設、プロスポーツの活動拠点、立川競輪場、フィルムコミッショ

ンやサブカルチャー関連等、多くの市民や来街者で賑わう資源があります。 

④ソフト資源 

国営昭和記念公園の花火大会、箱根駅伝予選会等のイベント、立川市キャラクターのくるり

んなどがあります。 

⑤その他の資源 

うど等の特産品等があります。 

 

（５）自転車に関する特性 

平坦な地形を活かし、多くの方が自転車に親しんでいます。近年はシェアサイクルステーショ

ンの設置も進んでおり、自転車をより利用しやすい環境が整備されています。 

また、立川競輪、旧多摩川小を拠点とし、公営自転車競技やサイクルスポーツが行われている

他、国営昭和記念公園内のサイクリングコース、旧多摩川小のサイクルステーション機能など、

自転車利用資源が充実しています。 
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２ 自転車利用に関する状況 

（1） 自転車の安全・適正利用 

 ・市内自転車事故件数 

   本市内の交通事故は、新型コロナウイルス感染症の流行前と比べた場合、全体の事故件数と

しては減少していますが、自転車関連の事故件数は同水準で推移しています。さらに、令和２

年度以降の４年間で見た場合、交通事故の全体件数も自転車関連の事故件数も、どちらも増加

傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       出典：警視庁提供データより作成 

 

 ・ヘルメット着用率 

   東京都在住の 18歳以上の自転車利用者へのアンケート調査では、自転車を利用する際にヘル

メットを着用しているかについては、全体では「着用している」が 14.5%、「時々着用している」

が 12.5%、合計では 27.0%となっています。 

   自転車ヘルメットの着用が努力義務であることを知っていたかについては、「知っていた」が

80.4%と 8割を超えており、認知度はかなり高いものの、実際の着用に結び付いていない状況が

伺えます。 

   
       出典：東京都生活文化スポーツ局「令和５年度 自転車等の安全利用（保険加入）に関する調査報告書」より 
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   令和５年度に本市の自転車等駐車場の利用者に対して行ったアンケート結果によると、「着用し

ている」が 7. 5%、「着用していない」が 92.0%となっており、東京都が行ったアンケート結果よ

りも低い着用率となっています。 

 

 ・自転車損害賠償保険への加入状況 

   東京都在住の 18 歳以上の自転車利用者へのアンケート調査では、自転車損害賠償保険等への

加入状況について、「自分で加入している」が 44.1%、「世帯主が加入している保険によりカバー

されている」が 19.1%、合計では 63.2%となっています。 

   その中で、保険等に加入したきっかけとしては「加入が義務になったから」が 49.8%と最も高

く、また、保険等に加入していない理由については、「加入が義務であることを知らなかったか

ら」が 34.3%と最も高い結果となっています。 

 

 

  

 

 

   

出典：東京都生活文化スポーツ局「令和５年度 自転車等の安全利用（保険加入）に関する調査報告書」より 

保険の加入状況 

保険に加入した理由 保険に加入していない理由 
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 ・自転車交通安全教育の実施状況 

   市では、小学３年生を対象に自転車安全教室・自転車安全運転免許証交付事業を市立小学校で

実施しています。また、中学生を対象としたスケアード・ストレイト方式による自転車安全教室

を市立中学校で実施しています。 

   高齢者に対しては、立川市老人クラブ連合会等の地域団体と連携し、交通安全意識の向上等

を図るため、高齢者交通安全講習会を実施しています。 

    

       交通安全教室開催状況 

         

 

（2） 自転車の利用環境 

 ・自転車国内販売状況 

   自転車の総販売台数のうち、電動アシスト付き自転車の販売割合が年々増加しています。 

   また、自転車の多様化や新たな電動小型モビリティの開発・普及が進んでいます。 

   

       出典：一般財団法人自転車産業振興協会データより作成 

 

 ・市営自転車等駐車場の利用状況 

   新型コロナウイルス感染症の影響により利用台数が減少していたものの、徐々にコロナ禍前

の利用台数に戻りつつあります。そうした中でも、市営自転車等駐車場については常に供給が需

要を上回っている状況となっています。 

令和3年度 令和4年度 令和5年度

未就学児

小学生 〇 〇 〇

中学生 〇 〇 〇

高校生

大学生

大人

高齢者 〇 〇 〇

開催実績
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        ※10月のうち任意の晴天の１日 午前 11時の駐車台数 

 

 ・市内放置自転車台数 

   平成 27年４月からすべての駐輪場の一時利用を３時間無料とし、短時間利用者への駐輪場利

用促進、駐輪場新設、撤去体制強化等に取り組んできたことにより、近年放置自転車の台数は

大幅に減少しています。 

    

    ※10月のうち任意の晴天の１日 午前 11時の放置自転車台数 

 

 

（3） 自転車の利用促進 

 ・シェアサイクルの利用状況 

   令和４年度から令和６年度までシェアサイクルの実証実験を行ってきましたが、その間、ス

テーション設置数は伸び悩んだものの、利用者数・利用回数は右肩上がりで増加しました。 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

収容可能台数 17,224 18,013 18,068 19,761 18,643

利用台数 11,315 8,661 10,000 10,482 10,927
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     出典：OpenStreet株式会社データより作成（令和６年９月６日時点） 

 

３ 現状を踏まえた課題 

 自転車利用に関する状況及び課題を整理すると以下の表のようになります。 

 

現状 課題

・人流の増加傾向に比例して、市内自転車事故件数がここ数年増加 ・年齢層に応じた交通安全教育の充実

　傾向 ・安全な通行空間の確保

・ヘルメット着用が努力義務化されたが、着用率は伸び悩んでいる 　（自転車事故の減少）

・歩行者との事故により高額な損害賠償費を請求される事例も増えて ・自転車走行環境の効果的な整備

　おり、自転車損害賠償保険の必要性が増している ・交通安全ルールとリスクへの対応

・道路交通法改正により悪質な自転車利用に対する罰則が強化される ・自転車保険の加入

　等、より安全でルール・マナーを意識した自転車利用が求められて

　いる

・事故の多い高校生や大学生、社会人への安全教育を行う機会が

　少ない

・最近は子乗せ自転車や、電動自転車等新しい形態の自転車が出現す ・適切な駐輪環境の確保

　るとともに、スポーツサイクルも増加する等、多様化が進んでいる ・自転車駐車場の整備促進

・市営駐輪場については常に供給が需要を上回っているが、大型自転 ・適切な駐輪サービスの提供

　車の利用が増えている ・放置自転車対策の強化

・放置自転車台数はコロナ禍前に比べて大幅に減少しているが、一部 ・公共交通の補完・移動環境の向上

　店舗前や時間帯によっては依然として放置自転車が残っている状況 ・多様化する自転車への対応

　にある

・シェアサイクルは、ステーション設置数は伸び悩んでいるが、利用者数 ・通勤習慣と外出機会の創出

　は右肩上がりで増加している ・健康づくりに役立つ自転車活用

・健康意識の高まり等によって自転車利用への関心も高まっている ・環境保護に対する市民の意識向上

・自動車の渋滞対策、地球環境にやさしい移動手段として自転車利用が ・日々の暮らしを楽しむ自転車活用

　注目されている ・観光につながる自転車活用

・公共交通機能の補完や広域移動による回遊性向上等の検証を目的と

　し、多摩地域８市（立川市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福

　生市、武蔵村山市、東大和市）と連携事業を実施している

項目

自転車の安全・適正利用

自転車の利用環境

自転車の利用促進
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第３章  自転車活用推進に関する方針及び施策 

 

１ 理念（VISION） 

本計画の上位計画である「立川市第５次長期総合計画」が示す産業まちづくりの取組方針『出か

けたくなるまちづくり』や、自転車を取り巻く現状及び課題などを踏まえ、本計画の理念（VISION）

を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

第１次自転車活用推進計画においては、「皆が自転車の『Fun』を感じること（= Fun To Cycle）」

を基本方針として掲げていました。第２次自転車活用推進計画においては、従来の「自転車の『Fun』

を感じる」だけにとどまらず、実際に出かけたくなることを目指していきます。そのためには『楽

しむ』という要素がより重要となることから、上記の内容を理念（VISION）として設定しています。 

 

２ 基本方針 

第２章で整理した自転車を取り巻く課題や、本計画の理念（VISION）を踏まえて、以下のとお

り３つの基本方針を定めます。 

    

項目 基本方針

　・安全な通行空間の確保（自転車事故の減少）

　・自転車走行環境の効果的な整備

　・自転車保険の加入

　・自転車駐車場の整備促進

　・適切な駐輪サービスの提供

　・放置自転車対策の強化

　・多様化する自転車への対応

　・健康づくりに役立つ自転車活用

　・環境保護に対する市民の意識向上

　・観光につながる自転車活用

自転車の
利用促進

自転車の安全
・適正利用

課題

交通安全
意識の向上

と行動の徹底

　・年齢層に応じた交通安全教育の充実

事故への
備えの充実

自転車駐輪
環境の整備

『新たな価値の付加』
～暮らし、健康、環境
保全、観光等の場面
での活用推進による

楽しみ・メリットの
創出～

生活を豊か
にする自転車
利用の促進

シェアサイクル
の普及促進

　・通勤習慣と外出機会の創出

　・日々の暮らしを楽しむ自転車活用

『安全性の向上』
～ルール・マナーの周知・
徹底を図り、誰もが安心・
安全に移動できる走行

環境の創出～

自転車の
利用環境

『快適性の向上』
～誰もが出かけたくなる

快適な自転車利用
環境の形成～自転車の利便

性、回遊性の
向上

　・交通安全ルールとリスクへの対応

　・適切な駐輪環境の確保

　・公共交通の補完・移動環境の向上

Fun to cycle,more（もっと楽しく） 

 ～安全・安心かつ快適に、自転車で楽しく出かけたくなるような 

空間・意識・しくみづくりを進める～ 
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３ 施策 

 ３つの基本方針に基づき、具体的な施策を以下のとおり定めます。 

  

 

 

① □学校における自転車安全教育

② □高齢者向けの自転車安全教育

③ ■企業における自転車安全教育

④ □駐輪場における安全利用啓発

⑤ □自転車教室（競輪場等）

⑥ □自転車販売時の安全利用啓発

⑦ ■走行環境整備・維持管理・改善・周知

⑧
■自転車安全利用五則の活用等による
通行ルールの周知

⑨ □通学路合同点検の実施

⑩
□自転車運転者講習制度の着実な運
用

⑪
□民間事業者等と連携した保険加入の
広報・啓発

⑫ ■ヘルメット着用の広報啓発

　　□：第１次自転車活用推進計画からの継続項目　　■：充実項目　　◎：新規項目

基本方針 施策の方向性 施策

１　『安全性の向上』
～ルール・マナーの周知・徹底
を図り、誰もが安心・安全に移
動できる走行環境の創出～

（１）交通安全意識の
　　向上と行動の徹底

（２）事故への備えの
　　充実
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未就学児

（親の自
転車に同
乗する）

小学生

（親と一緒
に自転車
に乗り始

める）

中学生

（主な移
動手段と
して自転
車を利用
し始める）

高校生

（通学等
で自転車
を利用す

る）

大学生

（通学等
で自転車
を利用す

る）

大人

（通勤、買
物、趣味
等で自転
車を利用

する）

高齢者

（運転免
許証返納
後の移動

手段）

〇 〇

〇

〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

対象
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⑬ ■駐輪場環境の快適性向上

⑭
■多様な自転車が利用しやすい環境整
備

⑮
□放置自転車クリーンキャンペーンの継
続及び内容の見直し

⑯
□自転車撤去の実施と今後のあり方に関
する検討

⑰ □公共交通機関との連携

⑱
□広域連携を視野に入れた走行環境整
備

⑲
◎自転車等と新たな電動モビリティの共
存の検討

⑳ ■企業等と連携した自転車通勤の啓発

㉑
■災害時・感染症流行時における自転
車利用体制づくりの検討

㉒
◎自転車活用による楽しみ・メリットの周
知

㉓
■健康づくり関連事業と連携した周知・
啓発

㉔
□民間事業者等や立川競輪等と連携し
たサイクルスポーツ振興

㉕
□旧多摩川小やたまリバー50キロ等、立
川市内の自転車余暇利用スポットを拠
点とした施策の展開

㉖
■商業、観光関係者等と連携したシェア
サイクル導入の検討

㉗ □観光視点の施策展開

㉘ ◎MaaSによる移動の利便性の向上

　　□：第１次自転車活用推進計画からの継続項目　　■：充実項目　　◎：新規項目

３　『新たな価値の付加』
～暮らし、健康、環境保全、
観光等の場面での活用推進
による楽しみ・メリットの創出～

（１）生活を豊かにする
　　自転車利用の促進

（２）シェアサイクルの
　　普及促進

基本方針 施策の方向性 施策

２　『快適性の向上』
～誰もが出かけたくなる快適な

自転車利用環境の形成～

（１）自転車駐輪環境
　　の整備

（２）自転車の利便性、
　　回遊性の向上
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未就学児

（親の自
転車に同
乗する）

小学生

（親と一緒
に自転車
に乗り始

める）

中学生

（主な移
動手段と
して自転
車を利用
し始める）

高校生

（通学等
で自転車
を利用す

る）

大学生

（通学等
で自転車
を利用す

る）

大人

（通勤、買
物、趣味
等で自転
車を利用

する）

高齢者

（運転免
許証返納
後の移動

手段）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

対象



24 

４ 取組 

 施策の方向性に基づき、施策ごとに課題の解決に向けた具体的な取組を設定し、計画的に展開し

ていきます。 

 

  誰もが安心・安全に移動できる走行環境を創出するためには、交通安全教育等により誰もがル

ールを理解していることが大切です。 

市内の交通事故における令和５年の自転車関与率は、東京都が 46.3%であるのに対し立川市は

57.9%と高く、本市の交通事故の半数以上に自転車が関わっていることになります。また、市内の

自転車事故を事故類型別にみると、単独事故が最も多く発生していることから、事故は自転車利用

者の交通ルールやマナーの欠如により発生していると考えられます。 

 自転車事故の防止には、ハード面での自転車利用環境を整備するだけでなく、利用者一人ひとり

の交通安全意識が不可欠です。そのため、自転車の交通安全啓発活動や交通安全教育によってルー

ルを周知し、その理解につなげます。 

 

 

【①-1】 小学校における安全教育 

小学３年生を対象とした「自転車運転免許証制度」を始め 

   とした、学校活動、学校行事を中心にした参加・体験的な 

安全教育を引き続き実施します。 

 

【①-2】 中学校における安全教育 

スケアード・ストレイト方式による自転車の安全教育を継続し、 

危険をより具体的にイメージできるような交通安全教室を実施します。 

 

 

老人クラブ等の地域団体と連携し、高齢者向けの安全教室を開催して高齢者の積極的な参加を

求め、加齢による自らの身体の変化を感じ取ってもらうとともに、安全な自転車利用のための知

識・技能の向上を目指します。 

 

 

自転車通勤や業務で自転車を使用している企業を中心に、事業主の従業員に対する安全教育の

一環として、警視庁が実施している「自転車安全利用モデル企業」の市内事業者への周知により

安全教育を推進します。 

また、企業における安全教育は若年層から高齢層まで幅広い年代を対象とした教育の場であり、

さらにその家族に対する波及効果も期待できることから、市内の事業者と連携した安全教育の実

施方法等を検討します。 

施策の方向性 　 １（１） 交通安全意識の向上と行動の徹底

施策① 学校における自転車安全教育 継続 充実 新規

施策② 高齢者向けの自転車安全教育 継続 充実 新規

施策③ 企業における自転車安全教育 継続 充実 新規

 
   自転車安全運転免許証  
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駐輪場内で実施している「自転車安全点検キャンペーン」を継続し、自転車の点検や安全利用に

ついて利用者に呼び掛けを行います。 

 

 

立川競輪場では、自転車に乗ることが苦手な小学生のための自転車教室を実施し、自転車利用の

啓発を行っています。競輪場における自転車教室を継続実施する他、様々な形での自転車教室の実

施について検討します。 

 

 

市内の自転車商組合に働きかけ、自転車の販売時における自転車の安全利用啓発の実施を検討し

ます。 

 

 

自転車関連事故減少に向け、「自転車は車道の左側を通行」が原則というルールの周知を目的と

し、車道左側の歩道寄りに自転車ナビマーク・自転車ナビラインを設置していきます。これにより、

歩道上の歩行者の安全性や自動車運転者の自転車に対する意識の向上を図ります。 

また、既存のナビマーク・ナビラインの維持管理も重視しながら新たな路線への整備を進めると

ともに、広幅員の道路には自転車専用通行帯の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策④ 駐輪場における安全利用啓発 継続 充実 新規

施策⑤ 自転車教室（競輪場等） 継続 充実 新規

施策⑥ 自転車販売時の安全利用啓発 継続 充実 新規

施策⑦ 走行環境整備・維持管理・改善・周知 継続 充実 新規

 

自転車ナビライン 

 

自転車ナビマーク 
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自転車安全利用五則について、多くの方の目に触れるよう公共施設内等にリーフレットを設置し、

通行ルールの一層の周知に努めます。 

自転車事故の抑制には、自動車のドライバーや歩行者が自転車ルールを理解した上で、自転車に

配慮した運転や行動を心がけることが重要です。 

 自転車利用者に対してだけではなく、自動車のドライバーや歩行者に対する走行ルールの周知・

啓発を行い、お互いの配慮による安心感の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

施策⑧ 自転車安全利用五則の活用等による通行ルールの周知 継続 充実 新規

自転車安全利用五則

　令和4年11月1日の中央交通安全対策会議（内閣府所管）交通対策本部決定により、「自転車安全利
用五則」の内容が変わりました。
　また、道路交通法改正により、令和6年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運
転」の罰則が強化され、また、酒気帯び運転が新たに罰則の対象とされました。
　自転車に乗る時の重要なルールですので、より一層自転車の安全運転を心がけてください。

　　　出典：警察庁 ウェブサイトより
　　　　　　（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/2nihonngo.pdf）
　　　　　　（https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/R5jitensya_poster_tate.pdf）
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 誰もが安心・安全に移動できる環境を創出するためには、事故にあわないための取組と同様、事

故にあってしまった場合に備えておくことも大切です。 

自転車は免許が不要な身近な乗り物で、老若男女問わず多くの方が利用しています。事故は自転

車利用者の交通ルールやマナーの欠如により発生しているケースが多いと考えられる一方、そうで

ない方であっても起こしてしまう可能性はあります。 

 自転車の安全で適正な利用の促進のため、事故に備えた取組を行います。 

 

 

自転車利用者が、児童を巻き込んだ自転車事故の加害者となることを防ぐために、通学路合同

点検の実施をすすめます。 

本市では、交通安全及び防犯等の複合的な観点から通学路の安全確保に向けた取組を行うため、

関係機関の連携体制を構築し、平成 30年 9月、「立川市通学路安全プログラム」を策定しました。 

本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安

全確保を図ります。 

 

 

 自転車の運転により交通の危険を生じさせるおそれのある一定の行為を３年以内に反復して行

った者に対して自転車運転者講習の受講を命令する制度(自転車運転者講習制度)の周知等、悪質・

危険な自転車利用者を減らし、自転車の安全利用推進を図ります。 

 また、自転車は手軽に乗れる乗り物である反面、相手が死傷すれば自動車事故と同じように刑

事・民事の両面で重い責任を問われ、加害者・被害者とも大きな代償を払う危険な乗り物であるこ

とをあらためて周知する等、悪質・危険な自転車利用につなげないための取組も検討します。 

 

 

 自転車対歩行者など自転車利用者が加害者となった交通事故において、高額の賠償責任を負う事

例が発生していることを踏まえ、東京都では、令和２年４月「東京都自転車の安全で適正な利用の

促進に関する条例」の改正を行い、自転車の利用によって生じた損害を賠償するための保険・共済

への加入が義務化されました。 

 本市においても、保険事業者による自転車損害賠償保険の普及を進めるとともに、自転車利用者

や業務で自転車を利用する事業者による自転車損害賠償保険への加入等の促進を行います。 

  

施策の方向性 　 １（２） 事故への備えの充実

施策⑨ 通学路合同点検の実施 継続 充実 新規

施策⑩ 自転車運転者講習制度の着実な運用 継続 充実 新規

施策⑪ 民間事業者等と連携した保険加入の広報・啓発 継続 充実 新規
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自転車事故による高額損害賠償

　どんなに注意していても、交通事故はいつ起こるか誰にもわかりません。
　自転車は、気軽に乗れる便利な乗り物ですが、様々な危険が潜んでいます。自分がケガをするだけでは
なく、歩行者にケガをさせたり、財物を壊したりするケースもあります。
　「自転車なら事故を起こしても大事にはならない」という軽い気持ちが、死傷者を出す重大な事故につな
がります。自転車事故でも、被害の大きさによって高額の損害賠償を請求される事例が見られます。
　また、その賠償責任は、未成年でも免れることはできません。高速度での運転や、ヘルメット未着用等によ
り、「安全指導が徹底されていない」「監督義務を果たしていない」として、親に賠償が命じられた事例もあり
ます。
　自らはもちろん、家族も含め、「交通ルールの遵守」という事故にあわないための取組と、「保険の加入や
ヘルメット着用」等の事故にあってしまった場合に備える取組を両立させることで、安全・安心に自転車を利
用していただければと思います。

　出典：兵庫県 ウェブサイトより
（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk1
5/documents/kougakubaisyo.pdf）
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自転車事故の死者のうちヘルメットを着用していない人の約６割が頭部への致命傷を負ってお

り、自転車事故においてはいかに頭部を保護するかが大切です。自転車用ヘルメットの着用につい

ては、改正道路交通法の施行により努力義務となっています。 

 広報啓発活動を実施するとともに、「努力義務だから」ということで着用を促すだけでなく、「何

故着用した方がいいのか」という着用のメリットの情報発信もあわせて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策⑫ ヘルメット着用の広報啓発 継続 充実 新規

ヘルメット着用の重要性

　自転車事故で死亡した人の約６割が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用している場合
と比較して、着用していない場合の致死率は２倍以上も高くなっています。
　自転車を利用する際には、自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。

　一方、ヘルメット着用の努力義務化を認知している人は８割以上いるものの、実際の着用は４人に１人程
度となっており、認知度が実際の着用に結び付いていない状況となっています。

　東京都やＪＡ共済連（全国共済農業協同組合連合会）が行った調査では、ヘルメットを着用しない理由と
してはいずれの調査においても「ヘルメットの着用が面倒だから」が最も割合として多いという結果となってい
ます。

　「面倒だから・・・」

　それは、頭部を守ること以上に大事な理由でしょうか。

　事故は自分がどれだけ気を付けていても避けられないことがあります。
　事故にあい、亡くなってしまったり深刻な怪我を負ったら、家族や友人がどれだけ悲しむことになるでしょう
か。そうした大切な人たちに心配をかけないためにも、ヘルメットを着用することは思いやりの一つです。
　また、ヘルメットは自分自身を守るためだけのものではありません。事故で亡くなったり大きな怪我等を負
い働けなくなった場合、家族にどれだけの負担がかかるでしょうか。ヘルメットで自分を守ることは、家族を
守ることにつながる責任ある行動なのです。

　事故はいつどこで起こるかわかりません。
　ヘルメットは、万が一の時に自分や周囲を守ってくれる最後の砦です。
　その時、「着用していてよかった」と思うか、「着用してればよかった」と思うか、みなさんはどちらの未来を
選びますか。
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誰もが出かけたくなる快適な自転車利用環境を創出するためには、安心、快適に利用できる駐輪

場環境を形成することが大切です。 

 近年、自転車の多様化や新たな電動小型モビリティの開発・普及が進んでいます。こうした多様

化する自転車等も含め、あらゆる人が利用しやすい環境を整備するための取組を行います。 

 

 

 自転車駐車場全体としては、収容可能台数に対し駐車台数は大きく下回っている状況であり、限

られた公共空間の有効活用のため、次の取組を進めます。 

【⑬-1】幅にゆとりをもたせた駐輪スペースへの移行 

  チャイルドシート付電動アシスト自転車等の大型自転車 

の利用が増えていることや、通常の駐車スペースでの利用 

が困難な利用者に対する思いやりの観点から、利用環境の 

改善により更なる快適性の向上を図るため、大型車専用エ 

リアやラックを設置しない平置きエリアの拡充、ラック幅 

の見直し等を行います。 

 

【⑬-2】回遊性向上のための自転車駐車場のあり方を検討 

  現在課題の多いタワー型自転車駐車場の今後のあり方や、 

できる限り目的地の近くまで移動することによる放置自転 

車台数減少・利便性向上のための小規模分散型自転車駐車 

場整備の可能性、シェアサイクルの普及による市営自転車 

駐車場のあり方等を検討します。 

 

【⑬-3】無料自転車駐車場の有料化による環境整備 

  現在無料の自転車駐車場を含め、受益者負担の原則に基づき適正な利用料金の検討を行います。

無料自転車駐車場の有料化、有料自転車駐車場の利用料金設定の見直し等により、各自転車駐車

場の利用を平準化（分散）させることで、快適な駐輪場環境を創出します。 

 

 

 近年、チャイルドシート付電動アシスト自転車等の大型自転車やスタンドのない自転車、ファッ

トバイクのようなタイヤの太い自転車、といったように自転車の多様化が進んでいます。様々なタ

イプの自転車が停めやすいスペースの検討や、高価な自転車も安心して停められるような盗難対策

の検討等を行うことで、利用しやすい環境を整備します。 

 

 

 

 

 

施策の方向性 　 ２（１） 自転車駐輪環境の整備

施策⑬ 駐輪場環境の快適性向上 継続 充実 新規

施策⑭ 多様な自転車が利用しやすい環境整備 継続 充実 新規

 

チャイルドシート付自転車 

専用エリア 

（コトリンク有料自転車等駐車場） 
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 平成 14年度より実施している放置自転車クリーン 

キャンペーンを継続実施します。 

 また、実施内容や実施時間等について、これまでの 

検証を基に見直し、より効果的な放置自転車クリーン 

キャンペーンの実施を目指します。 

 

 

 

 

 

  放置自転車台数全体としては近年減少傾向が継続しているものの、下げ止まりの状況とも考えら

れます。また、一部商業施設周辺においては、特定の時間帯になると路上に駐輪してしまう人が

多数出てしまうという状況も見受けられます。 

 これらのことを踏まえ、次の取組を進めます。 

 

【⑯-1】放置された自転車に対する対策 

  放置自転車の台数は減少傾向が継続しているものの、 

夕方から夜間の放置自転車等、依然として対策すべき 

放置自転車問題が残されています。そのような問題の 

解決を目指し、撤去体制の見直しや運用の変更等を検 

討します。 

 

 

【⑯-2】放置させないための対策 

これまでの放置された自転車の対策とあわせて、放置させないための対策・取組の検討を行

います。多くの放置自転車が見受けられる商業施設等に対して責任を持った対策の検討等を働

きかけ、市と連名での注意喚起ポスター掲示、商業施設側から利用客への駐輪場利用案内等を

行います。 

また、ホームページや自治会への回覧等を通じ、何故放置自転車をしてはいけないのかとい

うことについての情報発信を積極的に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策⑮ 放置自転車クリーンキャンペーンの継続及び内容の見直し 継続 充実 新規

施策⑯ 自転車撤去の実施と今後のあり方に関する検討 継続 充実 新規

 

商業施設前の夜間放置自転車 

 

放置自転車クリーンキャンペーン 
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放置自転車はやめましょう

　「ちょっとだけだから停めてもいいか」「他の人も停めているから大丈夫」といった軽い気持ちで自転車
を放置してしまうケースが見られます。
　そうした「ちょっとだけ」の放置自転車が思わぬ事故やトラブルにつながります。

　・災害時には避難経路を塞ぎ、避難の妨げに…
　・救急車や消防車などの救急活動の妨げに…
　・歩行者や車の通行を妨げ、思わぬケガのもとに…

想像してみてください。放置自転車の問題は「他人事」ではありません。

私たち一人ひとりが責任ある行動をとる必要があります。

　

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

・自転車は決められた場所に

・短時間であっても駐輪場を利用

・放置自転車の危険性について、家族や友人と話し合う

・大人は子どもたちのお手本に
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 誰もが出かけたくなる快適な自転車利用環境を創出するためには、自転車での移動に対する利便

性を高めていくことが大切です。 

自転車に乗ることや移動することに楽しみや喜びを感じることが回遊性向上につながることにな

るため、公共交通機関との連携や広域連携による走行環境整備等、利便性が高まるような取組を行

います。 

 

 

公共交通機関と連携し、サイクル＆モノレールライド等、自転車と公共交通機関双方の利用促進

に繋がる施策に取り組みます。サイクル＆モノレールライドとは、出発地点(自宅など)から自転車

で最寄りのモノレール駅まで行き、モノレール駅付近の駐輪場に自転車を駐車し、モノレールに乗

り換えて目的地に向かうこと、モノレールを利用して目的地の最寄り駅まで行き、モノレール駅か

ら自転車で目的地に向かうことを指します。 

モノレール駅付近に駐輪場やシェアサイクルステーション等の設置を行い、事業者と連携しなが

ら自転車からモノレールへの乗り換え利用を促進し、ターミナル駅への自転車の乗り入れのコント

ロールを図ります。 

 

 

観光を始めとした様々な分野において広域連携が促進されるよう、引き続き、隣接市との連続性

に配慮した自転車走行環境整備を実施します。 

 

 

 自転車の多様化や新たな電動小型モビリティの開発・普及が進んでいます。新たな電動小型モビ

リティは、渋滞等の社会課題の解決や新しいビジネスの創出、地域の活性化といった観点からも期

待されるツールであるとともに、交通の安全と生活に必要な移動手段の確保を同時に実現する有効

なツールとして注目されています。 

改正道路交通法の施行により、令和５年７月から電動キックボードなどの「特定小型原動機付自

転車」が免許不要で公道を走行できるようになり、車道を走る際と歩道を走る際に走行モードを切

り替えることで、車道・歩道の両方で走行できるようになりました。 

自転車の交通ルール以外にも電動小型モビリティの正しい交通ルール等の情報を的確に発信す

ることで、自転車利用者とその他のモビリティ利用者がお互いの交通ルールを理解することにつな

げ、安全に出かけられるような交通環境を整備します。 

また、自転車以外の電動小型モビリティによる移動が市内の回遊性向上につながる可能性もある

ため、安全利用の周知を含め、電動小型モビリティに関する情報発信のあり方を検討します。 

 

 

 

 

施策の方向性 　 ２（２） 自転車の利便性、回遊性の向上

施策⑰ 公共交通機関との連携 継続 充実 新規

施策⑱ 広域連携を視野に入れた走行環境整備 継続 充実 新規

施策⑲ 自転車等と新たな電動モビリティの共存の検討 継続 充実 新規
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特定小型原動機付自転車とは

令和５年７月１日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車と位置付け
られ、新たな交通ルールが適用されています。

【特徴】
●最高速度20km/h以下
●16歳以上であれば運転免許不要で乗ることが可能
●原則車道を通行
●ヘルメット着用は努力義務
●ナンバープレートの取付が必要
●自賠責保険（共済）への加入が義務
●飲酒運転の禁止
●二人乗りの禁止

【種類】

特徴

電動キックボード
ペダルがなく、両足をボードに乗
せて走る乗り物

・小回りが利き、狭い道でも走行しやすい。
・立って乗るため、移動距離により疲れが出る。
・軽量で持ち運びが容易。

2輪タイプ
自転車の形状で、ペダルをこがな
くても自走する機能を備えた乗り
物

・ペダルをこがなくても走行できるため、移動が楽。
・サドルに座ることで身体的負担が少なく、長距離移動が可能。

3輪タイプ
3つの車輪で安定して走行できる
乗り物

・3つの車輪により高い安定性が確保されるため、転倒しにくい。
・停車時にスタンド不要で自立が可能。

4輪タイプ
４つの車輪で高い安定感で走行
できる乗り物

・非常に高い安定感があり、快適に走行できる。

種類
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多様なモビリティの普及

　高齢化社会や公共交通の縮小、環境問題への関心の高まり等を背景に、新たな電動モビリティの開発・
普及が進んでいます。
　既存のモビリティと新たなモビリティが共存していくためには、一人ひとりが自らの交通ルールやマナーを守
ることはもちろん、他のモビリティについての交通ルールやマナーも理解することが大切です。お互いを知るこ
とで、安心して出かけることにもつながります。
　普段利用しないような他のモビリティについても、事前に理解するようにしましょう。
　また、出かける際には、相手の立場に立った思いやりの気持ちを持って運転するようにしましょう。
　

　　　　　　　　出典：JAF ウェブサイトより
　　　　　　　　　　　（https://jaf.or.jp/common/safety-drive/various-mobility）
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 自転車は「身近で手軽な交通手段」ということで現在でも多くの方に利用されていますが、自転

車を活用することで、市民にとっても、事業者にとっても、そして地域にとっても大きなメリット

が生まれます。そうしたメリットを知ることが一つのきっかけとなり自転車の利用につながるケー

スや、もともと自転車を利用していた方がそうしたメリットを知ることで楽しみにつながり、さら

なる活用につながるケース等も考えられます。 

メリットや楽しさを知ってもらうことは自転車活用推進において非常に重要な要素となるため、

そうした情報発信を積極的に行い、自転車利用の促進を図ります。 

 

 

 自転車通勤は、従業員、企業、市にとってそれぞれメリットがあります。 

 従業員にとっては、自転車の利用により生活習慣病の改善等の健康増進、それに伴う医療費の削

減等が期待できます。 

企業にとっては、従業員の通勤手当削減といった経費削減効果や、自転車に乗って気分良く通勤

している従業員は自転車通勤をしない場合に比べ、時間管理や身体活動、集中力などが向上すると

ともに、仕事の質や量・スピードが向上するという報告があり、労働生産性の向上も期待できます。

さらに、事業者として自転車通勤の促進に取り組むことは、環境にやさしい、健康的といったイメ

ージアップや社会的評価につながるとともに、健康経営企業への認定につながることが期待できま

す。 

 市にとっては、自転車の利用により自動車の利用量が減少することで、渋滞の緩和、二酸化炭素

（CO₂）削減といった環境負荷の低減といった効果が期待できます。 

 このように、メリットが大きい一方、企業がデメリットと考えるのは、通勤途中での交通事故や

天候などが大きな要素となっています。 

 こうしたメリット・デメリットの情報を積極的に発信することで、自転車通勤の啓発に取り組み

ます。 

 

 

 災害が発生し都市交通機能が停止した場合、被災者の避難時の移動、支援物資の運搬や医療拠点

への移動等に自転車は非常に有効であるため、日頃からそうした情報発信を行います。 

また、自転車の機動性に着目し、地震をはじめとする大規模災害が発生した際の職員の参集や被

災状況等の把握に自転車を活用することができるような体制づくりの検討、シェアサイクル事業者

と協議の上、災害時にシェアサイクルを有効活用できる仕組みづくりを検討します。 

 

 

 理念（VISION）にあるように、「安全・安心かつ快適に、自転車で楽しく出かけたくなるような

空間・意識・しくみづくりを進める」ためには、移動手段としての利便性だけでなく、健康面での

メリット、自然環境に与える良い影響など、自転車を楽しく安全に活用するための情報提供等を行

うことで、多くの市民の主体的な参加を促進することが重要なポイントになります。 

施策の方向性 　 ３（１） 生活を豊かにする自転車利用の促進

施策⑳ 企業等と連携した自転車通勤の啓発 継続 充実 新規

施策㉑ 災害時・感染症流行時における自転車利用体制づくりの検討 継続 充実 新規

施策㉒ 自転車活用による楽しみ・メリットの周知 継続 充実 新規



39 

 序章で記載している「市民のメリット」「事業者のメリット」「地域のメリット」といった点も含

め、より多くの市民に自転車への興味を持ってもらえるよう、自転車活用による楽しみ・メリット

に関する様々な情報発信を積極的に行います。 

 また、市職員に対しても様々なメリットを周知することにより、公務で移動する際の交通手段と

して自転車の利用を推進します。 

 

 

 生活習慣病などの予防には、継続して運動をすることが重要です。そのためには、日常生活の中

に運動を取り込んでしまうことが効果的です。 

サイクリングは、手軽な運動手段として身体的・精神的な健康づくりに有用であるとされてい

るため、自転車を利用した健康増進に関する広報啓発を実施します。また、健康づくり対象事業

との連携による自転車利用促進の仕組みづくりに取り組みます。 

 

 

 本市を活動拠点とするスポーツ団体や立川競輪、その他の事業者等と連携し、スポーツとしての

自転車に触れる機会を提供することにより、サイクルスポーツの振興に努めます。 

 

 

 本市の特色ある自転車余暇利用スポットを拠点として、自転車を楽しむことのできる施策の展開

について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策㉓ 健康づくり関連事業と連携した周知・啓発 継続 充実 新規

施策㉔ 民間事業者等や立川競輪等と連携したサイクルスポーツ振興 継続 充実 新規

施策㉕
旧多摩川小やたまリバー50キロ等、立川市内の自転車余暇利用
スポットを拠点とした施策の展開

継続 充実 新規
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 シェアサイクルは、自転車を他の人と共有（シェア）して利用するもので、ステーション（専用

の駐車場）に自転車があればいつでも利用できます。片道移動ができる（借りた場所と異なる場所

に返せる）ことや、公共交通（バス・鉄道等）と連携して使える、移動先で使いたいときにいつで

も利用できる、ステーションへ返却するため放置自転車対策となる、電動アシスト付自転車なので

自動車運転免許証を返納した高齢者の受け皿となり得る、シェアサイクル利用時の事故には保険が

適用される等、様々なメリットがあります。 

シェアサイクルの利用により観光客等の回遊性を高めることや観光資源への新たなアクセスを

確立することで地域活性化を図るほか、自動車に代わる移動手段や公共交通を補完する二次交通と

してシェアサイクルの普及を促進します。 

 

 

市内商業・観光関係者と連携し、自転車を活用した 

観光地域づくりのための取組を検討します。 

自転車の活用が進めば、まちの回遊性が向上し地域 

の活性化につながります。自転車での観光地巡りは、 

地元の飲食店や商店などの発展にもつながるため、観 

光地、商業施設、飲食店等の近傍へのシェアサイクル 

ステーション設置等の利用環境整備も含め、取組を検 

討します。 

 

 

 

 本市は国営昭和記念公園をはじめ、アニメ等の舞台として使用されたスポットが点在しており、

そのようなスポットを巡る｢聖地巡礼｣と呼ばれる観光も多く行われています。それらの観光資源

と自転車を掛け合わせ、本市の観光促進につなげることとあわせて、そこからさらに買い物や飲

食につなげるための取組を検討します。 

 

 

 シェアサイクルが公共交通機関を補完する移動手段であると捉え、公共交通機関との連携や利便

性を向上させ、自宅や目的地近くまでの公共的な移動手段を確保し、「ラストワンマイル」の移動

の充実を図ります。 

また、地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通

やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスである

MaaS の活用により、自家用車以外の移動の選択肢を拡充する等、シェアサイクルやバス・鉄道等

の利用促進について検討します。 

施策の方向性 　 ３（２） シェアサイクルの普及促進

施策㉖ 商業、観光関係者等と連携したシェアサイクル導入の検討 継続 充実 新規

施策㉗ 観光視点の施策展開 継続 充実 新規

施策㉘ MaaSによる移動の利便性の向上 継続 充実 新規

 

シェアサイクルステーション（立川市役所） 
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MaaSとは

シェアサイクルの公務への活用

　立川市は、シェアサイクル運営事業者と法人契約を結び、職員が公務で移動する際の交通手段として
シェアサイクルの活用を進めます。
　主に、片道移動（借りた場所と異なる場所に返す）や出張先での近距離移動の手段として活用し、

　・二酸化炭素排出量削減による環境負荷軽減
　・移動時間短縮による業務の効率化　　　　　　　　等を図り、市民サービスの向上につなげていきます。
　・有酸素運動による職員の健康増進

 

出典：国土交通省 ウェブサイトより 

（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/） 
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第４章  計画の推進 

 

１ 推進体制 

本計画の理念（VISION）「Fun to cycle,more（もっと楽しく）」を踏まえ、「安全・安心かつ快適

に、自転車で楽しく出かけたくなるような空間・意識・しくみづくりを進める」を具現化するため

に、市民・事業者・関係機関・行政とで本計画の理念（VISION）等を共有し、協調・連携しながら

施策を展開していきます。 

 また、施策展開を推進していくために、市民、学識経験者、商業事業者、道路管理者、交通管理

者、交通事業者等で構成される立川市自転車施策推進協議会を定期的に開催し、関係者が一体とな

って取り組んでまいります。 

 

２ ＰＤＣＡサイクルによる評価・改善 

 市民・事業者・自転車施策推進協議会・行政とで連携し、それぞれの立場による視点・考え方を

共有しながら、「PDCAサイクル」に基づき計画を着実に推進し、実効性のある計画としていきます。

目標の達成に向け、施策の進捗状況や効果について、定期的に評価を行うほか、計画期間中であっ

ても、施策の進捗状況や効果、社会情勢の変化等に応じて、各施策や取組内容の見直しを検討する

等、継続的な改善を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN

<活用推進計画>

DO

<施策の実施>

CHECK

<施策の評価>

ACTION

<施策の見直し>

PDCAサイクルイメージ 

 

市民 事業者 

自転車施策 

推進協議会 
立川市 

・自転車の利用 

（観光、買い物、通勤等） 

・施策の実施 

・施策の振り返り・評価 

・施策の方向性の再整理 

 

  

・施策の取組状況確認 

・施策の効果の確認 

・施策の方向性の再確認 

・自転車通勤等の推進 

・自転車通勤者への安全教育 

市民 事業者 

自転車施策 

推進協議会 
立川市 
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３ 評価指標 

 計画の進捗状況を測るため、基本方針ごとに指標を設定し、評価していきます。 

 

取組期間：令和７年４月１日～令和 12年３月３１日(５年間) 

 
評価指標 

令和６年度末 

時点 
目標値 

安全性の向上 

自転車走行環境の整備距離 26.4km 37.4km 

ヘルメット着用率 ※1 14.4% 27.0% 

自転車事故件数 ※2 293件 290件 

快適性の向上 

放置自転車台数 ※3 71台 40台 

シェアサイクルステーションの設置数 58箇所 100箇所 

新たな価値の付加 

シェアサイクル年間利用総回数 116,077回 277,000回 

自転車利用率 ※4 21.4% 24.0% 

※１ 市営自転車等駐車場利用者へのアンケート結果 

※2 自転車安全教育施策の効果検証等に向け、小学生・中学生・高齢者についての自転車事故件数の推移

も確認していきます。 

※3 10月のうち任意の晴天の１日 午前１１時の放置自転車台数 

※4 市民への「市政に関するアンケート」結果 
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４ 評価指標設定の考え方 

 本計画の評価指標について、設定の考え方を整理しました。 

 

 

 自転車関連事故減少には、自転車が車道の左側を走行することが重要です。例外を除いて「自転

車は車道の左側を通行」が原則というルールの周知を目的とし、車道左側の歩道寄りに自転車ナビ

マーク・自転車ナビラインを整備しており、これにより歩道上の歩行者の安全性や自動車運転者の

自転車に対する意識の向上を図っています。 

整備にあたっては、安全対策及び快適な自転車利用促進の観点を踏まえ、「事故多発路線」「自転

車交通量の多い路線」「既整備路線や近隣市と連続している路線」「通学路」等を中心に総合的に判

断し、整備路線を選定します。 

 新たな路線への整備と同時に、既存のナビマーク・ナビラインの維持管理も重視し、整備を進め

てまいります。 

 令和２年度から６年度までの平均整備距離が 2.2kmを参考に、令和７年度から令和 11年度までの

５年間で 11km整備する目標としています。 

 

 

 改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が

努力義務化されましたが、令和６年７月の警視庁の調査によると着用率は全国平均で 17.0％、東京

都は 15.1％となっています。 

 自転車事故で死亡した人の 64.9％が頭部に致命傷を負っており、また、ヘルメットの着用状況に

よる致死率では、着用している場合と比較して、着用していない場合の致死率は約 2.7 倍と高くな

っており、自転車事故においてはいかに頭部を保護するかが重要となっています。 

 自転車用ヘルメットの着用については、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例に

おいても努力義務となっているため、本市においても広報啓発活動の実施等により着用率を高めて

いきます。 

 令和５年度に東京都が行った都内在住の 18歳以上の自転車利用者向けのアンケート調査結果によ

ると、自転車利用時にヘルメットを着用しているのは 27.0%となっているため、本市においても同様

の数値を目標としています。 

 

 

 近年、交通事故全体件数・自転車事故ともに増加傾向となっていますが、その中でも、交通事故

件数に比べ自転車事故件数の割合がより増加傾向にあります。 

 安全性の向上に向けた施策を実施していくことで、自転車事故件数がどのように推移していくか

確認していきます。 

交通事故発生件数は、コロナ禍の値を除外した場合、直近５年間では減少傾向にあることを考慮

しつつ、各施策の実施により自転車事故の増加割合が現状を超えないと仮定して目標を設定してい

ます。 

■自転車走行環境の整備距離

■ヘルメット着用率

■自転車事故件数
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 放置自転車台数全体としては近年減少傾向が継続しているものの、一部商業施設周辺においては、

特定の時間帯になると放置自転車が多数見受けられます。 

 今後は、これまでの放置された自転車の対策とあわせて、放置させないための対策・取組の検討、

シェアサイクルの普及促進等の施策との組み合わせにより、放置自転車台数の減少につなげていき

ます。 

 令和６年度比で 20%減を目標としています。 

 

 

 シェアサイクルステーションは、多くの場所にあることで使いやすくなります。自転車から鉄道・

バスなどへの乗り換えや利便性の向上、まちの回遊性向上、駐輪場利用者の抑制、放置自転車台数

の抑制等に向け、新たなステーション設置を進めていきます。 

 シェアサイクルを快適に利用できる指標として「1㎢あたり 4ステーション」という考えがあるこ

とから、本市（24.38㎢）においては 100箇所の設置を目標としています。 

 

 

 シェアサイクルの利用回数が増えることは、実際に利便性の向上を感じている人が増えていると

いうことになります。その結果として、まちの回遊性向上、自転車利用の促進による健康増進、脱

炭素への貢献といった多くのメリットを生み出すことができると考えられるため、シェアサイクル

の利用促進に向けた取組みを進めてまいります。 

 シェアサイクルの実証実験開始時からの月の増加回数を算出し、令和 11 年度まで累計することで

目標値を設定いたしました。 

 

 

 外出する際の主な交通手段が自転車であった人の割合は、本計画の理念（VISION）である「Fun to 

cycle,more（もっと楽しく） ～安全・安心かつ快適に、自転車で楽しく出かけたくなるような空

間・意識・しくみづくりを進める～」に基づき実施された各施策の総合評価とも考えられます。自

転車で楽しく出かけたくなるような空間・意識・しくみづくりに向け、各施策を着実に進めること

で、自転車利用率の向上につなげていきます。 

 立川市自転車活用推進計画の前身である立川市第 3次自転車総合計画において、平成 31年度の自

転車分担率の目標値を 23%としていたこと、また、東京都都市整備局作成の「地域公共交通の現状と

課題」において多摩部の自転車分担率推移として令和 12 年度の予測を 19%としていることを参考に

目標値を設定いたしました。 

 

 

 

 

 

■市内放置自転車台数

■シェアサイクルステーションの設置数

■シェアサイクル年間利用総回数

■自転車利用率
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  資料編 

資料１ 用語解説 
 

か行 
 

用語 説明 

旧多摩川小のサイクルス

テーション 

廃校を活用した文化創造の拠点。多摩川を走るサイクリスト達の

立ち寄りスポットとして休憩スペースや情報の提供をしている。 

健康経営優良法人認定制

度 

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人

を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機

関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備する

ことを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度。 

 

さ行 
 

用語 説明 

シェアサイクル 自転車を他の人と共有（シェア）して利用する交通システム。 

片道利用ができる（借りた場所と異なる場所に返せる）等のメリ

ットがある。 

シェアサイクルステーシ

ョン 

シェアサイクルの専用の駐車場で、自転車を借りる、自転車を返

却する際の拠点。シェアサイクルポートとも言う。 

自転車安全利用五則 自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならないための

守るべきルールのうち、特に重要な 5つをあげたもの。 

（令和 4年 11月 1日警察庁交通対策本部決定） 

自転車安全利用モデル企

業 

警視庁が、自転車の安全利用に積極的に取り組む企業を「自転車

安全利用モデル企業」に指定し、従業員の交通安全意識の高揚と

自転車の安全管理に努める企業の拡大を図っていくことを目的

とした制度。 

自転車運転者講習制度 自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車運転中に危険な

ルール違反を 3年以内に 2回以上反復して行った者に対し、都道

府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。 

受講命令に違反した場合は 5万円以下の罰金が科せられる。 

自転車専用通行帯 大きな道路の路肩付近に自転車専用と書かれた青いレーン。 

自転車ナビマーク 自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するマーク 

（自転車のピクトグラムと白色の矢印） 

自転車ナビライン 自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するライン 

（青色の矢羽根印で交差点付近に連続して描かれているもの） 

シニアカー 身体の障害により歩行が困難な人のための車いす。道路交通法上

「歩行者」とみなされる。 

小規模分散型自転車駐車

場 

自転車利用者が目的地により近い場所に駐輪することにより、利

便性の向上や放置自転車の減少につなげるため、駅周辺のわずか

な土地や店舗の空きスペース等を活用した小規模な駐輪場。 
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用語 説明 

スケアード・ストレイト方

式による自転車安全教育 

スタントマンが交通事故を目の前で再現することで事故の恐ろ

しさを知ってもらう体験型の交通安全教室。 

 

た行 
 

用語 説明 

たまリバー50キロ 都民の健康づくりを目的として、多摩川の河川敷等を利用し羽村

市から大田区に至るウォーキングやランニング、散策などが楽し

める約 53kmの連続したコースを、沿川区市とともに定めたもの。 

タワー型自転車駐車場 機械によって自転車を上下左右に移動させ、立体的に収納する駐

車場。スペース効率が良いが、建設費や維持費、定期点検費用等

に大きなコストがかかる。 

電動アシスト付き自転車 ペダルを踏む際に、電動モーターによる補助装置が付いている自

転車。 

電動モビリティ 原動機として電動機を用いる車両で、道路交通法上の自動車又は

原動機付自転車に該当するもの。 

電動キックボード、電動スクーター、電動バイク、モペットなど

が含まれる。 

シニアカーは、見た目から原動機付自転車等と間違われることが

多いが、道路交通法上は歩行者とみなされる。 

特定小型原動機付自転車 原動機付自転車のうち車体の大きさや構造が内閣府令で定める

基準に該当する車両。 

 

は行 
 

用語 説明 

放置自転車 駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その使用者

が自転車から離れてただちに移動できない状態にあるもの。 

 

ら行 
 

用語 説明 

ラストワンマイル バス停等の公共交通機関から自宅・目的地までをつなぐ最後の徒

歩区間。 

 

A～Z 
 

用語 説明 

MaaS（マース） 「Mobility as a Service」の略で、地域住民や旅行者一人一人

のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそ

れ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等

を一括で行うサービス。 

 



48 

資料２ 計画策定経過 

年 月 日 策定経過（会議名等） 検討内容 

令和５（2023）年度 

  ３月 27日 第２回立川市自転車施策推進協議会 
・第１次計画の進捗状況確認について 

・第２次計画の方向性について 

令和 6（2024）年度 

  ７月４日 第２回まちづくり検討部会 ・第２次計画骨子案について 

  ７月 16日 第２回立川市まちづくり 21推進委員会 ・第２次計画骨子案について 

  ７月 18日 第１回立川市自転車施策推進協議会 ・第２次計画骨子案について 

  ７月 22日 政策調整会議 ・第２次計画骨子案について 

  ８月２日 
立川市まちづくり 21推進本部 

（庁議） 
・第２次計画骨子案について 

  11月５日 政策調整会議 ・第２次計画骨子案について 

  11月７日 
立川市まちづくり 21推進本部 

（庁議） 
・第２次計画骨子案について 

  12月 12日 環境建設委員会（市議会） ・第２次計画骨子案について 

  12月 18日 第２回立川市自転車施策推進協議会 ・第２次計画素案について 

  12月 27日 第５回まちづくり検討部会 ・第２次計画素案について 

  １月 28日 
第５回立川市まちづくり 21推進委員会 

（政策調整会議） 
・第２次計画素案について 

  １月 31日 
立川市まちづくり 21推進本部 

（庁議） 
・第２次計画素案について 

  ３月５日 環境建設委員会（市議会） ・第２次計画素案について 

 ３月 21日 
立川市自転車施策推進協議会からの 

意見聴取（書面） 
・第２次計画素案について 

令和 7（2025）年度 

  ５月７日 政策調整会議 ・第２次計画原案について 

  ５月９日 
立川市まちづくり 21推進本部 

（庁議） 
・第２次計画原案について 

  ６月 12日 環境まちづくり委員会（市議会） ・第２次計画原案について 
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資料３ 自転車施策推進協議会 

委員構成 

会長 

大森 宣暁 宇都宮大学 教授 令和５年８月６日から 

副会長 

古倉 宗治 
特定非営利活動法人自転車政

策・計画推進機構 
理事長 令和５年８月６日から 

委員 

岩下 光明 立川南口まちづくり協議会 会長 令和５年８月６日から 

北島 宏晃 
立川駅北口駅前地区まちづくり

協議会 
副会長 令和５年８月６日から 

佐藤 三男 
立川市自治会連合会 副会長 

令和５年８月６日から 

令和６年７月 17 日まで 

中村 知宏 令和６年７月 18 日から 

大島 武巳 
一般財団法人日本自転車普及協

会 
事務局長 令和５年８月６日から 

新井 和典 立川警察署 交通課長 令和５年８月６日から 

田中 希依 
国営昭和記念公園事務所 調査設計課長 

令和５年８月６日から 

令和６年７月 17 日まで 

長尾 潤 令和６年７月 18 日から 

植木 修 
東京都北多摩北部建設事務所 管理課長 

令和５年８月６日から 

令和６年７月 17 日まで 

榊原 元秋 令和６年７月 18 日から 

倉科 大地 東日本旅客鉄道株式会社 

八王子支社企画総務部        

経営戦略ユニット 

マネージャー 

令和５年８月６日から 

岩澤 貴顕 西武鉄道株式会社 
鉄道本部計画管理部 

駅まち創造課長 
令和５年８月６日から 

腰塚 史子 
多摩都市モノレール株式会社 

総務部課長 

（地域連携担当） 

令和５年８月６日から 

令和６年７月 17 日まで 

太田 健一 令和６年７月 18 日から 

門目 昌宏 
立川バス株式会社 安全対策部課長 

令和５年８月６日から 

令和６年７月 17 日まで 

山川 滋 令和６年７月 18 日から 

田中 光徳 立川商工会議所 事業課長 令和５年８月６日から 

佐藤 篤史 立川市商店街振興組合連合会 副理事長 令和５年８月６日から 

村上 隆秀 立川国立地区交通安全協会 会長 令和５年８月６日から 
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資料４ 市民参加 

（１）分野別個別計画素案ＥＸＰＯ（市民説明会） 

 第２次自転車活用推進計画素案について、市民の皆さんに説明をさせていただき、市民意見公募 

（パブリックコメント）として、ご意見をいただく機会を創出しました。 

日時 令和７（2025）年４月５日 

場所 立川市役所 

対象者 立川市在住、在勤、在学の方等 

 

（２）市民意見公募（パブリックコメント） 

第２次自転車活用推進計画素案に対して、市民意見公募（パブリックコメント）を実施し、３人 

から３件のご意見をいただきました。 

公募期間 令和７（2025）年４月１日～４月 21日 

提出者数・件数 ３人・３件 

意見を反映した件数 ０件 

 

 

資料５ 庁内体制 

（１）立川市まちづくり 21推進本部 

 立川市都市基盤整備事業の円滑かつ効率的な推進を図るために設置され、まちづくりにおける総

合的な調整、審査等を行う。 

組織概要 

委員構成 市長、副市長、教育長、部長 

開 催 日 
令和６（2024）年８月２日、11月７日、 

令和７（2025）年１月 31日、５月９日 

 

（２）立川市まちづくり 21推進委員会 

 立川市まちづくり 21推進本部長が指示した事項を処理するため設置され、まちづくりの総合的な

調整、計画等に関することを処理する。 

組織概要 

委員構成 副市長、総合政策部長、まちづくり部長、関係部課長 

開 催 日 令和６（2024）年７月 16日、令和７（2025）年１月 28日 

 

（３）まちづくり検討部会 

 立川市まちづくり 21推進委員会の処理する事項のうち、委員長が特に必要と認める事項の事務を

処理するため設置され、まちづくりの総合的な調整、計画等に関することを処理する。 

組織概要 

委員構成 まちづくり部長、基盤整備部長、関係課長 

開 催 日 令和６（2024）年７月４日、12月 27日 

 



51 

資料６ 自転車走行環境整備計画図 
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資料７ 関係条例  

○立川市自転車等放置防止条例 

昭和59年３月31日条例第９号 

改正 

平成24年３月26日条例第36号 

平成26年３月25日条例第11号 

令和元年９月30日条例第15号 

立川市自転車等放置防止条例 

（目的） 

第１条 この条例は、道路、公園、広場その他公共の用に供する場所（以下「公共の場所」という。）における道路交通

法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第11号の２に掲げる自転車及び同項第10号に掲げる原動機付自転車並びに同

法第３条に規定する普通自動二輪車及び大型自動二輪車（以下「自転車等」という。）に係る秩序の保持を図り、並び

に自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号。以下「法」とい

う。）第５条第４項の規定に基づき、自転車等駐車場（以下「駐車場」という。）の設置について定め、もって適切な

生活環境を確保することを目的とする。 

（市長の責務） 

第２条 市長は、地域の自転車等の利用の状況を考慮して、一定の区画を限って設置された自転車等の駐車のための施設

の設置に努めるとともに、駐車が認められた場所以外の公共の場所において自転車等の利用者が自転車等を離れて直ち

に当該自転車等を移すことができない状態（以下「放置」という。）のないよう防止し、及び指導するように努めなけ

ればならない。 

（自転車等利用者の責務） 

第３条 自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第３条の２ 事業者は、自転車等の放置の防止に努めるとともに、その事業の用に供する自転車等及びその事務所又は事

業所に勤務する者又は訪問する者の使用する自転車等の駐車施設の確保に努めなければならない。 

（放置禁止区域の指定） 

第４条 市長は、必要があると認めるときは、公共の場所を含む地域を自転車等放置禁止区域（以下「放置禁止区域」と

いう。）として指定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により放置禁止区域の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、その地域が放置禁止区域
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である旨を示す標識を設置しなければならない。 

（放置禁止区域の指定の解除及び変更） 

第５条 市長は、放置禁止区域とする必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更することができる。 

３ 前条第２項の規定は、前２項の規定による解除又は変更について準用する。 

（放置禁止区域内の自転車等の放置の禁止） 

第６条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。 

（放置禁止区域内に放置された自転車等の措置） 

第７条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等をあらかじめ指定した放置自転車等保管場所へ移して保管す

ることができる。 

２ 市長は、前項に規定する自転車等のうち、道路交通法に基づく違法駐車の対象となる自転車等については、警察署長

に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。 

（放置禁止区域以外の場所に放置された自転車等の措置） 

第８条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所においても、自転車等の放置が生活環境の安全又は美化を著しく害して

いると認めるときは、当該自転車等のうち一定期間以上放置されているものに限り、前条に規定する措置をとることが

できる。 

（保管した自転車等の措置） 

第９条 市長は、前２条の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その所有者の確認に努めるとともに、確認のできた自転車等

については、当該所有者に対し速やかに受領するよう通知しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により告示した日から２月経過後もなお受領がなされなかった自転車等については、売却し、

その売却した代金を保管することができる。 

４ 前項の規定により自転車等を売却しようとする場合において、当該自転車等について買受人がないとき又は売却する

ことができないと認められるときは、市長は、当該自転車等について廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法

律第137号）その他法律に基づく措置をとることができる。 

（放置自転車等の費用徴収） 

第９条の２ 第７条又は第８条の規定により放置されている自転車等を移送したときは、当該自転車等の利用者からその

費用として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 

(１) 自転車 １台につき2,000円 
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(２) 原動機付自転車 １台につき4,000円 

(３) 普通自動二輪車 １台につき6,000円 

(４) 大型自動二輪車 １台につき8,000円 

（駐車場設置義務） 

第９条の３ 法第５条第４項の規定による条例で定める区域は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号

に掲げる近隣商業地域及び商業地域とする。 

２ 前項の規定により駐車場を設置しなければならない施設は、百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗等、銀行そ

の他の金融機関、遊技場その他規則で定めるものとし、当該施設若しくはその敷地又は当該施設から50メートル以内で

規則で定める規模の駐車場を設置しなければならない。 

（協議会の設置） 

第９条の４ 自転車の活用の推進及び自転車等の駐車対策（以下「自転車施策」という。）に関する重要事項を調査審議

するため、立川市自転車施策推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 自転車活用推進法（平成28年法律第113号）第11条に規定する自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画に

関する事項 

(２) 放置禁止区域の指定、変更及び解除に関する事項 

(３) その他協議会が必要と認めた事項 

３ 協議会は、委員20人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する。 

(１) 市民 ４人以内 

(２) 自転車施策に識見を有する者 ４人以内 

(３) 関係行政機関の職員 ４人以内 

(４) 関係交通事業者の職員 ４人以内 

(５) 自転車施策に関係を有する団体の構成員 ４人以内 

５ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。 

（委任） 

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。（昭和59年規則第29号で昭和59年11月10日から施行） 
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附 則（昭和62年３月28日条例第14号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。（昭和62年規則第35号で昭和62年10月１日から施行） 

附 則（昭和62年10月17日条例第43号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。（昭和63年規則第10号で昭和63年４月１日から施行） 

附 則（平成４年９月21日条例第36号） 

この条例は、平成４年11月１日から施行する。 

附 則（平成７年６月16日条例第33号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月26日条例第12号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。（平成９年規則第44号で平成９年７月１日から施行） 

附 則（平成14年２月28日条例第４号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第９条の３第２項の改正規定は、平成14年10月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の立川市自転車等放置防止条例第９条の３第２項の規定は、施行日以後に建築又は建築基準法

（昭和25年法律第201号）第６条に規定する確認（以下「確認」という。）を受けるものから適用し、施行日前に建築

又は確認を受けたもの若しくは確認の申請をしたものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成20年３月27日条例第82号） 

この条例は、平成20年７月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月26日条例第36号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月25日条例第11号） 

この条例は、平成26年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月30日条例第15号） 

１ この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の立川市自転車等放置防止条例第９条の４の規定により任命されてい

る立川市自転車等駐車対策協議会の委員は、その任期が終了するまでの間は、改正後の立川市自転車等放置防止条例第

９条の４の規定により任命された立川市自転車施策推進協議会の委員とみなす。 
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資料８ 関係規則  

○立川市自転車等放置防止条例施行規則 

昭和59年11月１日規則第30号 

改正 

平成24年３月30日規則第30号 

平成26年６月30日規則第33号 

令和元年９月30日規則第13号の２ 

令和３年６月24日規則第45号 

立川市自転車等放置防止条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、立川市自転車等放置防止条例（昭和59年立川市条例第９号。以下「条例」という。）の施行につい

て、必要な事項を定めることを目的とする。 

（放置禁止区域の告示等） 

第２条 条例第４条第２項に規定する放置禁止区域を指定したときの告示の内容は、道路の名称、放置禁止区域の区間及

び地図とし、標識は、放置禁止区域内であることを表示する区域標識（第１号様式）とする。 

（移動の周知等） 

第３条 条例第７条及び第８条の規定により自転車等を放置自転車等保管場所（以下「保管場所」という。）へ移動しよ

うとするときは、あらかじめ注意札及び口頭により必要な告知をするものとする。 

２ 条例第７条及び第８条の規定により自転車等を保管場所へ移動したときは、その旨を放置自転車等案内掲示板（第２

号様式）により当該自転車等の利用者に周知するものとする。 

（告示事項等） 

第４条 条例第９条第１項の規定による告示事項は、次の各号に掲げるとおりとし、告示期間は、14日間とする。 

(１) 自転車等の種別及び型式 

(２) 放置場所 

(３) 移動年月日 

(４) 保管場所及び保管期間 

(５) 返還期日及び時間 

(６) 返還を受けるための必要事項 

(７) 連絡先 
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（返還の通知） 

第５条 条例第９条第２項の規定により、所有者が確認できた自転車等については、自転車等引取通知書（第３号様式）

により当該所有者に自転車等を引き取るよう通知するものとする。 

（自転車等の返還手続） 

第６条 条例第７条第１項の規定により保管された自転車等の所有者又は利用者（以下「所有者等」という。）は、当該

自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等受領書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 条例第９条第３項の規定により売却された自転車等の所有者等は、当該自転車等売却代金の返還を受けようとすると

きは、自転車等売却代金返還申請書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（駐車場の規模） 

第７条 条例第９条の３第２項に規定する駐車場の規模は、別表のとおりとする。 

（店舗面積の算定方法） 

第８条 店舗面積の算定方法は、次の各号に掲げる用途ごとに当該各号に定めるものの床面積を合計した面積とする。 

(１) 百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗等 売場、売場間の通路、ショーウィンドー、ショールーム、承り

所、物品の加工修理場、サービス業による客席及び教室並びにこれらに類するもの 

(２) 銀行その他の金融機関 銀行室又はこれに準ずる室、待合室、ロビー、応接室、ショーウィンドー及びこれらに

類するもの 

(３) 遊技場 遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの 

（駐車場の設置基準） 

第９条 駐車場の規模は、駐車台数１台につき、１平方メートル以上とする。 

（設置等の届出） 

第10条 駐車場を設置又は変更しようとする者は、自転車駐車場設置等届出書（第６号様式）により届け出なければなら

ない。 

（会長及び副会長） 

第11条 条例第９条の４に規定する立川市自転車施策推進協議会（以下「協議会」という。）に会長及び副会長１人を置

き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第12条 協議会は、会長が招集する。 
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２ 協議会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席又は資料の提出を求めることができる。 

附 則 

この規則は、昭和59年11月10日から施行する。 

附 則（昭和63年３月14日規則第11号） 

１ この規則は、昭和63年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の立川市自転車等放置防止条例施行規則第７条から第10条までの規定は、施行日以後に建築又

は建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条に規定する確認（以下「確認」という。）を受けるものから適用し、施

行日前に建築又は確認を受けたもの若しくは確認の申請をしたものについては、なお従前のとおりとする。 

附 則（平成14年３月29日規則第24号） 

１ この規則は、平成14年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の立川市自転車等放置防止条例施行規則の規定は、施行日以後に建築又は建築基準法（昭和25

年法律第201号）第６条に規定する確認（以下「確認」という。）を受けるものから適用し、施行日前に建築又は確認

を受けたもの若しくは確認の申請をしたものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成24年３月30日規則第30号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年６月30日規則第33号） 

この規則は、平成26年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月30日規則第13号の２） 

この規則は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月24日規則第45号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第７条関係） 

施設の用途 施設の規模 駐車場の規模 

百貨店、スーパーマーケッ

トその他小売店舗等 

店舗面積が400平方メートルを超えるも

の 

新築に係る店舗面積20平方メートルごとに１台 

銀行その他の金融機関 

店舗面積が500平方メートルを超えるも

の 

新築に係る店舗面積25平方メートルごとに１台 
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遊技場 

店舗面積が300平方メートルを超えるも

の 

新築に係る店舗面積15平方メートルごとに１台 

備考 

１ 駐車場の規模に１台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

２ 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設を新築する場合の駐車場の規模は、店舗面積5,000平方メートルまで

の部分について算定した規模に、店舗面積5,000平方メートルを超える部分について算定した規模の100分の50に相

当する規模を加えたものとする。 

３ 店舗を増築する場合の駐車場の規模は、次の一に該当するときは、増築後の当該施設をすべて新築したものとみ

なして算定した駐車場の規模から現にこの規則により設置されている駐車場の規模を控除したものとする。 

ア 施設の用途の欄に掲げる用途に供するもので、増築後に施設の規模の欄の規模となる増築又は増築部分が施設

の規模となる増築 

イ 施設の用途の欄に掲げる２以上の用途に供するもので、増築又は現に２以上の用途に供されている施設の増築

で、当該用途ごとに算定した駐車場の規模の合計が10台以上となる増築 

４ 施設の用途の欄に掲げる２以上の用途に供する施設が混合した施設の駐車場の規模は、当該用途ごとに算定した

規模の合計が10台以上となるときは、その合計したものとする。 

第１号様式（第２条関係） 

 

第２号様式あ（第３条関係） 
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第２号様式い（第３条関係） 

 

第３号様式（第５条関係） 

 

第４号様式あ（第６条関係） 
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第４号様式い（第６条関係） 

 

第５号様式（第６条関係） 

 

第６号様式（第10条関係） 
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